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中 央 

 

 

 

中央支援センター(相談支援) 

 

【事業目的】 

大阪府指定の相談支援事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び

障害児の保護者（以下「利用者等」という。）の意思及び人格を尊重して、常に当該利

用者等の立場に立った適切な相談支援を提供する。 

 

【運営方針】 

１ 利用者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利

用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス（以

下「福祉サービス等」という。）が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供さ

れるよう配慮して行うものとする。 

２ 利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、利用者等に提供

される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不

当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。 

 

【所在地】  大阪府大阪市東成区玉津２丁目１１－２８石川ビル２階 

    電話０６－６９７５－３３７０ FAX０６－６９７５－３３５０ 

    ポニーの学校については、大阪府子ども家庭センターおよび堺市子ども相談

所において実施 

 

【職員配置】 管理者 1 名  相談支援専門員 2 名  事務職員 １名 

セラピスト(ポニーの学校担当) ２３名 

 

【営業日及び時間等】 

事務所の営業日・時間 月曜日から金曜日の午前９時から午後 5時 45 分まで 

ただし、国民の祝日および１２月２７日～１月４日を除く。 

サービス提供日・時間 利用者等の必要に応じて実施する。 

ポニーの学校については、大阪府および堺市との協議により実施する。 

 

【対象者】 大阪府域の知的障害児・者、身体障害児・者、精神障害者 
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【サービスの提供方法及び内容】 

（１）地域の利用者等からの日常生活全般に関する相談 

（２）アセスメント（支援する上で解決すべき課題等の把握）の実施 

（３）サービス利用計画の原案の作成 

（４）サービス担当者会議の開催 

（５）サービス利用計画の作成 

（６）モニタリング（サービス利用計画の実施状況の把握）の実施 等 

 

 

 

ホームズ中央(共同生活援助・共同生活介護) 

共同生活介護・共同生活援助事業「ホームズ中央」を八尾市(ひだまり定員５名)と大

阪市平野区（かみきたホーム定員６名）及び大阪市生野区（しょうじホーム定員７名）

で継続して実施する。 

 

【事業目的】 

大阪府指定の共同生活援助及び共同生活介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用

者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な障害福祉サービスを提供する。 

 

【運営方針】 

１ 利用者が自立を目指し、地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれてい

る環境に応じて共同生活住居において、入浴、排せつまたは食事等の介護、相談

その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。 

２ 地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービ

ス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携

に努めるものとする。 

 

【所在地】  

名 称 所在地 入居定員 

ひだまり 八尾市 ５名 

かみきたホーム 大阪市平野区 ６名 

しょうじホーム 大阪市生野区 ７名 
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【職員配置】 管理者 1名 サービス管理責任者１名 世話人５名 生活支援員 7名 

 

【対象者】 知的障害者、精神障害者 

 

【サービスの提供方法及び内容】 

（１）利用者に対する相談 

（２）食事の提供及び入浴・排せつ・食事等の介護 

（３）健康管理・金銭管理の援助 

（４）余暇活動の支援  

（５）緊急時の対応 

（６）職場等との連絡・調整 

（７）財産管理等の日常生活に必要な援助 

 

【利用者から受領する費用の額等】 

ひだまり 

（１）家賃            

（２）光熱水費      

（３）食材料費(朝食・夕食)日用品費

（４）お弁当(昼食)食材料費  

（５）備品管理費 

月額 ２０，８００円 

月額 １０，２００円 

月額 ２０，０００円 

1 食    ３００円 

月額  ２，０００円 

かみきたホーム 

（１）家賃    301 号 和室 

           ６畳洋室 

4.5 畳洋室 

304 号和室 

          4.5 畳洋室 

６畳洋室 

（２）光熱水費         

（３）食材料費         

お弁当(昼食)食材料費  

（４）日用品費         

（５）備品管理費 

月額 ２６，０００円 

月額 ２５，０００円 

月額 ２４，０００円 

月額 ２６，０００円 

月額 ２３，０００円 

月額 ２６，０００円 

月額  ８，０００円 

月額 ２０，０００円 

1 食    ３００円 

月額  １，０００円 

月額  ２，０００円 

しょうじホーム 

（１）家賃      和室６畳 

和室８畳 

洋室６畳 

洋室５畳 

（２）光熱水費        

（３）食材料費          

月額 ２３，０００円 

月額 ２５，０００円 

月額 ２２，０００円 

月額 ２０，０００円 

月額  ８，０００円 

月額 ２０，０００円 
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   お弁当(昼食)食材料費   

（４）日用品費         

（５）備品管理費 

1 食    ３００円 

月額  １，０００円 

月額  ２，０００円 

 

【入居に当たっての留意事項】 

（１）個人の所有する物品については、破損等について自らがその責任を負うこと。 

（２）利用者はお互いの生活を尊重し、他の利用者のプライバシーを侵さぬよう努め

ること。 

（３）社会的・常識的な範疇でのルールに配慮し、他者への迷惑行為がないように努

めること。 

 

 

 

支援センター中 

 

【今年度の事業の基本】 

「平成２２年度 支援センター中 育てたい支援の樹」の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 支援の根 人権の尊重 

・ 私たち職員に自らの人生における自己実現を目指す希望と権利があるよう

に、同じ人間として利用者の希望と権利を尊重する。 

 

２ 支援の幹 信頼関係づくり 

・ 相手のメッセージを心で受けとり、自分のメッセージも相手の心に届けられ

《利用者の状況》平成２２年１月現在 

 

計４０名（男性２３名、女性１７名）  

◎年齢構成 平均４１歳 最高６５歳 最低２２歳  

      ２０代７人 ３０代１１人 ４０代１４人 ５０代４人 ６０代４人 

 ◎健康状態 糖尿病５人 高血圧９人 脂肪肝等７人 肥満１５人（重複有）

  ※２６名が生活習慣にかかわる要支援対象者 

◎生活形態 単身者等３人（平均５０歳） GH 等７人（平均５０歳） 

 二人家族等１３人（平均４０歳）  

他１７人（平均３７歳 内４０歳以上６人） 

  ※約半数が地域生活にかかわる要支援対象者 


